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序     文 
 

 インドネシア国母と子の健康手帳プロジェクトは、インドネシア共和国政府の要請を基に1998

年10月から５年間の協力計画において、母子手帳プログラムを通じて同国の母子保健サービスの

改善に寄与することを目的として協力が開始されました。 

 このたび、協力開始より４年目を迎えるにあたり、これまでのプログラム全体の進捗状況の確

認と問題点の把握を行うことによって、本プロジェクトにかかわる専門家チームとカウンターパ

ートに必要な助言を提供し、今後の活動への提言を導き出すため、2002年２月25日から３月９日

の日程で、国際協力事業団 藤崎 清道 医療協力部長を団長とし、運営指導調査団を派遣しました。 

 本報告書は、上記調査団の調査結果を取りまとめたものです。ここに本調査にご協力を賜りま

した関係各位に深甚なる謝意を表します。 

 

平成 14 年４月 

 

国際協力事業団 
 理事 隅田 栄亮 
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第１章 運営指導調査団派遣 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 インドネシア国母と子の健康手帳プロジェクト（以下、プロジェクト）は、母子健康手帳プロ

グラム（以下、プログラム）を通じてインドネシア共和局（以下、｢インドネシア｣と記す）の母

子保健サービスの改善に寄与することを目的として1998年10月１日に開始された。 

 その後、プロジェクト開始からモデル地域として重点的に活動してきたスラウェシ州と西スマ

トラ州では順調に母子手帳活動が展開され、他州においても他ドナーによる協力もあって積極的

にプログラムを実施する州が増えてきた。そこで本プロジェクトでは他州におけるプログラムの

強化と標準化を図るため、2001年５月には重点州としていた２州以外にも協力を拡大することを

協議し、インドネシアとミニッツを取り交わした。 

 プロジェクト開始から約３年半、他州への展開をしてから約１年を経過し、日本国及びインド

ネシアがこれまでの活動を振り返り、プログラム全体の進捗状況の確認と問題点の把握、プロジ

ェクト活動を拡大した十州のなかでも重点的に協力を実施する「準重点州」におけるプログラム

の進捗状況の確認と問題点の解決を探るとともに、今後の活動の展開についての協議を目的とし、

運営指導調査団（以下、調査団）を派遣した。 

 調査団の調査項目は下記の４点である。 

 

 (1) プログラムに関する保健省の方針 

   1) 2001年に施行された地方分権化の結果、プログラム実施に係る保健省の立場及び保健省

としての州・県への対応について、保健州に対し確認を行う。 

   2) プログラムの自立発展のための保健省の基本的政策について確認を行う。 

 

 (2) プログラムのなかでの各援助機関やJICAプロジェクトの役割 

   各援助機関のプログラムへの協力は拡大してきており、プロジェクト側からのガイドブッ

クや教材の提供、他援助機関による研修の実施が行われている。2000年12月に実施されたよ

うに、母子健康手帳ドナー連絡会議開催による、各援助機関の活動実施状況の情報交換と今

後の協調強化のための意見交換を実施する。 

 

 (3) 母子健康手帳活動展開のための検討事項 

   1) 青年海外協力隊（JOCV）による母子健康手帳に関する調査・モニタリング結果のプロジ

ェクトへの報告や、プロジェクトによるJOCV活動への支援が進められている。プロジェク

ト、JOCV間で行われている会議等の結果を踏まえ、JOCVとの今後の連携について協議す
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   る。 

   2) プログラムの実施が母子保健の向上に対して有効であることを科学的に証明する方策を

検討する。 

 

 (4) プロジェクトの進捗状況 

   重点州（北スラウェシ州、西スマトラ州）及び準重点州におけるプロジェクト活動の進捗

状況と問題点の把握、今後の活動予定を確認する。 

 

１－２ 調査団の構成 

担 当 氏 名 所  属 

団長／総括 藤崎 清道 国際協力事業団 医療協力部部長 

母子保健 中村 安秀 大阪大学大学院 人間科学研究科教授 

協力計画 青木 恒憲 国際協力事業団 医療協力部 医療協力第一課職員 
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１－３ 調査日程 

日順 月 日 曜日 業務及び移動 宿泊地 

１ ２月25日 月 
藤崎団長、青木団員 
10:50 成田発（JL725） 
16:25 Jakarta着 

Jakarta 

２ ２月26日 火 

 6:00 Jakarta発（MZ714） 
 9:15 Makassar着 
10:00 南スラウェシ地域保健強化プロジェクト専門家との打合せ 
10:20 南スラウェシ州衛生部長表敬 
10:40 州中央検査所視察 
11:15 ハサヌディン大学視察 
14:00 移動（Makassar発） 
17:00 Parepare市着 

Parepare 

３ ２月27日 水 

 8:00 Parepare市衛生部及び保健施設視察 
    市内保健所、病院、ポシアンドゥ視察 
12:00 移動 
14:30 Makassar着 
17:55 Makassar発（MZ719） 
19:10 Jakarta着 団内打合せ 

Jakarta 

４ ２月28日 木 

10:00 保健省表敬（官房長） 
11:00 専門家との打合せ 
15:00 JICAインドネシア事務所打合せ 
17:50 Jakarta発（GA881） 
20:30 Denpasar着 

Denpasar 

５ ３月１日 金 

 7:30 Denpasar発（MZ6600） 
 8:00 Mataram着 
10:00 西ヌサティンガラ州西ロンボック県衛生局表敬・協議 
12:00 西ヌサティンガラ州西ロンボック県Mataram市衛生部 
    表敬・協議 

Mataram 

６ ３月２日 土  8:00 西ヌサティンガラ州西ロンボック県保健事務所表敬・協議 10:00 同事務所ポシアンドゥ、プスケスマス視察 
Mataram 

７ ３月３日 日     団内打合せ Mataram 

８ ３月４日 月 

 7:45 西ヌサティンガラ州中央ロンボック県保健事務所表敬・協議 
 9:00 同事務所ポシアンドゥ、プスケスマス視察 
〈藤崎団長・青木団員〉 
17:40 Mataram発（GA421） 
19:45 Jakarta着 
〈中村団員成田発→Jakarta着→合流〉 
    団内打合せ 

Jakarta 

９ ３月５日 火  9:00 専門家との打合せ 13:00 保健省協議（地域保健総局長） 
Jakarta 

10 ３月６日 水  9:00 保健省協議（実務者レベル、テクニカル） 14:00 プロジェクト内部協議 
Jakarta 

11 ３月７日 木 
 9:00 ドナー会議、保健大臣表敬 
12:10 団長主催昼食会 
    ミニッツ作成 

Jakarta 

12 ３月８日 金 

11:00 ミニッツ署名・交換 
16:00 JICAインドネシア事務所報告 
17:00 在インドネシア日本国大使館報告 
23:45 Jakarta発（JL726） 

機中 

13 ３月９日 土 成田着  

 ※調査開始期は南スラウェシ地域保健強化プロジェクト終了に伴う視察を行った。 
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１－４ 主要面談者 

 (1) インドネシア側関係者 

   1) ジャカルタ 

Dr. Achmad Sujudi 保健省大臣 

Dr. Dadi Argadiredja 保健省官房長 

Dr. Stiawan Soeparan 保健省計画局長 

Dr. Azrul Azwar 保健省地域保健総局長 

Dr. Sri Hermiyantini 保健省地域保健総局家族保健局長 

Dr. Ina Hernawati 保健省地域保健総局こども保健課長 

Dr. Lukuman 保健省地域保健総局母親保健課長 

Dr. Loesije 保健省地域保健総局リプロ保健&FP課長 

Dr. Anna WHO CC 

Dr. Agustin インドネシア大学公衆衛生学部 

Dr. Sarimawar 保健省研究開発センター 

   2) 西ヌサティンガラ州 

Dr. Mas. Irwan Singagerada 衛生局保健衛生局長 

Dr. Agustinus Sutanto 衛生局保健衛生局保健栄養サービス課長 

Dr. Hj.Reny Bunujamin マタラム市衛生部長 

Dr. H. Lalu Sekaraningrat 西ロンボック県保健事務所長 

Dr. Kurnia Winata Taufiq 中央ロンボック県保健事務所長 

 

 (2) 日本側関係者 

   1) 在インドネシア日本国大使館 

    河野 典原 二等書記官 

   2) JICAインドネシア事務所 

神田 道男 所 長 

大竹 祐二 次 長 

木村卓三郎 所 員 

久保木 勇 JOCV医療調整員 

   3) 母と子の健康手帳プロジェクト 

    ① 長期専門家 

渡辺 洋子 チーフアドバイザー 

寺崎 義則 業務調整 
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當山 紀子 地域保健 

八鳥 知子 地域保健 

山城 吉徳 教育教材開発 

    ② 短期専門家 

     尾崎 敬子 母子保健 

    ③ 単発専門家 

     小畑美知夫 保健医療分野プロジェクト管理 

    ④ シニア隊員 

     八田早恵子 地域保健（保健省） 

    ⑤ JOCV隊員 

     戸田 朱美 地域保健（ロンボック） 

     宮沢 香織 地域保健（ロンボック） 

 

１－５ 主要調査／面談内容 

 (1) ２月28日 

   1) 保健省表敬（官房長） 

    ① 小畑専門家より、プロジェクト概要とこれまでの成果について説明があった。 

    ② 団長より、これまでの協力への謝辞が述べられたあと、調査団の目的（モニタリング、

プロジェクトの終了後及びSustainabilityの方策検討）及び本プロジェクトが内外の高い

評価を得ているとの説明があった。続いて、今後のプロジェクトへの期待として、母子

健康手帳プログラムの実施が母子保健の向上に対して有効であることを科学的に証明

する方策を検討すること、地方政府が積極的に母子健康手帳プログラムにかかわってい

くこと、そしてドナーコーディネーションが円滑に進むことについて説明がなされた。 

    ③ 渡辺チーフアドバイザーより、プロジェクト活動は３年目に入りプロジェクトが国全

体のプログラムに発展している、地方レベルにおいてはカウンターパートのオーナーシ

ップによって積極的に活動が展開されている旨報告があった。 

    ④ 官房長より、日本の協力に大変感謝している、プロジェクトの対象地域の拡大に際し

他ドナーの協力が得られ、これまで円滑にドナーコーディネーションが進んでいる、地

方分権化が進んでいることから、財政面の懸念はあるものの各地域・各県が主体的に

Sustainabilityをもちつつ積極的にプログラムを展開していくべきとの説明があった。 

   2) 専門家との打合せ 

    調査日程確認、活動報告、ドナー会議内容検討、現在の課題整理（母子健康手帳の改訂、

User’s Feeの導入、広報戦略、Sustainability、活動地域）等を行った。 
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 (2) ３月１日 

   1) 西ヌサティンガラ州衛生局表敬・協議 

    ① 衛生局より、プログラム活動は2002年度の２年目に入り、所管している６つの州と１

つのMunicipalityにおいて2001年８月までに妊婦の81％に母子手帳を配布した、JOCVの

尽力に深く感謝したい旨説明があった。続いて、プログラム活動に伴う困難な点につい

て、Midwifeに対するSocializationが旨く進んでいない、Technical GuidanceがHealth Provider

に完全には理解されていない、活動資金が十分ではない、プログラムを栄養の面から焦

点をあてることが少ない、プログラム活動の報告システムが確立されていないことがあ

げられた。 

    ② 団長より、今後優先的に取り組むべき活動について質問したところ、衛生局から母子

健康手帳の普及率を一層高めていきたいとの回答があった。母子健康手帳に関する現状

報告として、母子健康手帳とHealth monitoring card（KMS）の併用によって現場に混乱

が多少生じている、User’s Fee（1,000～3,000R/S）の徴収を一部の地域で実施している、

一部ではあるが自費で母子手帳を印刷している旨報告があった。 

   2) マタラム市衛生部表敬・協議 

    衛生局より、母子健康手帳のUser’s Fee制度に取り組んでおり、実際に１冊あたり通常

1,000R/S、病院では2,500R/Sを徴収し、現在まで4,500冊販売したとの説明があった。 

 

 (3) ３月２日 

   1) 西ヌサティンガラ州西ロンボック県保健事務所表敬・協議 

    ① 保健事務所より、プログラム活動に伴う困難な点として、妊婦の知識レベルが全般的

に低いこと、すべてのHealth Providerに対する研修が実施されているわけではないこと

があげられた。現在、妊婦の教育レベルにあった指導を保健事務所、ポシアンドゥ、プ

スケスマスで展開していくことを検討中とのことである。 

    ② 団長より、Userの理解が進むようなUser及びProviderへの教育がとられることが望まし

いと思われる、県内にモデル保健所を造りそこからプロジェクト成果を１つ１つ積み上

げていくことも良いと思われるとの説明があった。 

   2) 西ヌサティンガラ州西ロンボック県保健事務所所管ポシアンドゥ及びプスケスマス視察 

    ポシアンドゥではルーティン活動、施設・機材等の視察を行い、プスケスマスでは住民

に対する母子健康手帳に係る説明・配布・記入、栄養指導、母子の健康診断状況等を視察

した。 
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 (4) ３月４日 

   1) 西ヌサティンガラ州中央ロンボック県保健事務所表敬・協議 

    ① 保健所より、県内には人口74万5,433人、199村、1,052地区、1,162ポシアンドゥ、20

プスケスマスがあり、妊婦の初回受診率は目標96％／実績93.56％、４回目の受診率は

目標80％／実績86.38％との統計が出ているとの説明があった。加えて、活動を促進す

るためにモデルプスケスマスの設置と、プログラムに関する連絡・調整・モニタリング

に関する所長会議を定期的に開催し実施しているとの説明があった。 

    ② 保健所よりプログラム活動に伴う困難な点として、Providerへの母子手帳Guidebookの

遅配がある、初期の活動で母子健康手帳の配布対象者を妊娠20週目までの妊婦と定めた

ため配布漏れが起きている、母子手帳の数量が十分でないことがあったとの説明があっ

た。加えて、プロジェクト活動を妨げる大きな要因は３つの欠如（移動手段、予算、夫

の理解）にあること、Health Providerへの教育のためワイヤレスマイクの機材供与を検

討してほしい旨説明があった。 

   2) 西ヌサティンガラ州中央ロンボック県保健事務所所管ポシアンドゥ（パラヤ）視察 

    ① ルーティン活動、施設・機材等の視察を行った。 

    ② 所長（Dr. Ketut Sudinda）より、活動は始まったばかりの状況であるが、母子手帳に

関する理解度テストを実施するなど管轄区のHealth Providerに対するSocializationは済ん

でいるとの報告があった。活動に伴う困難な点としては、住民が手帳を読めない・読む

時間がない、関係行政機関から地域活動に対する理解が必ずしも得られるわけではない

ことがあげられた。 

   3) 西ヌサティンガラ州中央ロンボック県保健事務所所管プスケスマス（セナヤン）視察 

    ① 住民に対する母子健康手帳に係る説明・配布・記入、栄養指導、母子の健康診断等の

状況を視察した。母子健康手帳の書き込みはCadreによって実施されていた。 

    ② 村長より、母子健康手帳の導入によってもたらされた良い変化として、妊婦が伝統的

な診療ではなく適切にCadreの所に行くようになった、夫婦が母子健康手帳を情報書とし

て読み、これまで以上に男性が母子保健に関心を抱くようになったとの説明があった。 

    ③ 妊婦及びMidwifeは手帳の記載量、内容ともに難しいことはないが、絵を増やすより理

解しやすくした方が望ましいと意見を述べていた。 

 

 (5) ３月５日 

   1) 専門家との打合せ 

    保健省との協議を控え、プログラムに対する保健省の方針、プログラム終了後における

協力策、協力隊との連携、科学的根拠に基づいたリサーチ分析の展開策、広報の課題、母
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   子健康手帳の印刷費、母子手帳の改訂を中心に打合せを行った。 

   2) 保健省協議（地域保健総局長） 

    保健局長（以下、局長）と団長の協議は以下のとおり。 

    局長：ドナー会議ではプログラムの活動地域と財源について、保健省の立場をドナー・

関係機関に伝える予定である。 

    団長：調査の目的は主に３点あり、Sustainability、プロジェクト終了後の将来の協力策、

その他事項（科学的リサーチ等）の確認・検討である。 

    局長：プロジェクトの、①成果、② Sustainability、③プロジェクト終了後の将来の協力

策について述べてみたい。 

    ① 成 果 

     a) これまで日本・インドネシア双方で確認してきているようにプログラムは成功裏に

展開されている。 

     b) インドネシアの乳児死亡率・妊婦死亡率は高いが、これを解決するのには人々の知

識の向上、人々と医療従事者の良好な関係が必要である。母子健康手帳は、知識を向

上させ、人々のコミュニケーションを円滑にさせ、また家族の記録になるという３つ

の重要な役割を果たしている。 

     c) 現在国内には母子保健に関する様々な資料・統計があるが、母子健康手帳には必要

な情報が１冊にコンパクトに収まっており、今後は母子健康手帳をインドネシアの公

的保健医療サービスにおいて唯一使用・採用する資料として位置づけていきたいと考

えている。 

     d) Health Providerを対象とした母子健康手帳に関する研修は的確に実行されている。 

     e) 母子健康手帳の有効性に関する科学的リサーチは実施していないが、今後財政支援

を考えていきたい。 

    ② Sustainability 

     a) プログラムの展開をより強固なものにしたく、プロジェクトの延長を是非ともお願

いしたい。 

     b) 延長が不可能であれば、他ドナー（UNICEF、WHO、ADB、AusAID、USAID）やPrivate 

Sector（NGO、職能団体、宗教団体等）の協力を得ながらプログラムを進めていきた

いと考えている。 

    ③ プロジェクト終了後の将来の協力策 

     Health Providerに対する研修と研修後のフォローが大切であり、国内研修への協力を

考えて頂きたい。 

     団長：②に関し、プロジェクトは当初の計画通り終了する予定である。今後様々なキ
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    ャンペーンの実施や、地方政府に対するプログラムへの積極的な参画と実施の奨励及び

ドナーからの支援を得るうえにおいて、プログラムの実施が奨励されるべき根拠・メッ

セージが必要であると思われる。保健省の政策のなかではプログラムはどのように位置

づけられているであろうか。 

     局長：保健省には母子別々の政策ペーパーは存在するものの、母子保健政策に関して

はこれまで政策ペーパーはなかった。今後両者を統合する形で、新たに政策ペーパーを

作成しプログラムの政策的位置づけを明確にしていきたい。加えて、Health Providerに

対して母子健康手帳そのものは配布していたものの、プログラム全体の目的や意義に関

するインフォメーションは作成してこなかったため、Health Providerの理解向上のため

にも簡潔なインフォメーションを作成していきたい。 

     団長：政策ペーパー、インフォメーションの作成はプログラムの前進に寄与する有益

な活動であると思われる。なお、母子健康手帳を現在改訂中と聞いているが、これまで

の調査状況から判断して、絵の数や専門用語の解説を多くするなどしてUser Friendlyな

方向で多少改訂する程度が適当であると思われる。 

     局長：母子健康手帳改訂に関するコンセプトは、質の向上（Enrich）ともれなく記載

すること（Complete）である。改訂量は大幅でなく、多少と考えている。 

     部長：③については、現在国別特設研修を予定しており、研修面からの支援を考えて

いる。 

     局長：今後JICAの協力スキームや協力要請方法に関する情報を十分得たうえで、具体

策を検討していきたい。 

 

 (6) ３月６日 

   1) 保健省協議（実務者レベル、テクニカル） 

    以下につき、実務・テクニカルな協議が実施された。 

    Session１ Activity Plan for the Last1.5years 

    ① Review3.5years & Plan of Action by JICA（渡辺チーフアドバイザー） 

    ② Review3.5years & Plan of Action by Health Promotion Section , MOH（Dr. Ina） 

    ③ Purpose and Process on Revision of MCH Handbook 

    Session２ Sustainability of Program 

    ① Financial Aspect（User’s Fee） 

    ② Research Coordination for Evidence-based Implementation 
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   2) プロジェクト内部協議 

    ミニッツ案と今後の活動内容について実務・テクニカルな協議が実施された。 

 

 (7) ３月７日 

   1) ドナー会議 

    ① Opening Speech（Dr. Azrul Azwar 保健省地域保健総局長） 

     ドナー会議の目的は、母子健康手帳プログラムの3.5年間の成果確認と今後のSustainability 

に関する戦略（Strategy）について協議することにあるとの説明があった。 

    ② Opening Speech（藤崎団長） 

     調査団の目的説明の後、プログラムのSustainabilityにおけるJICAの考えとして、JICA

はプログラム支援・母子手帳の使用を独占しようとしているのではなく、支援機会はい

つでもドナー・関係機関に開かれているとの説明がなされた。 

    ③ Video Show 

     母子健康手帳についての事業紹介ビデオ「MCH Handbook for MCH」とTVコマーシャ

ル「TV Spot dan Jingle」の放映があった。 

    ④ プレゼンテーション 

     「Development of MCH Handbook in Indonesia」（MOH） 

     「Evidence on effectiveness of MCH Handbook」（National Institute for Health Research and 

Development） 

     発表資料は付属資料２．を参照。 

    ⑤ 意見交換、質疑応答 

     a) Dr. Azrul Azwar 保健省地域保健総局長より、プログラムのSustainabilityの方策とし

て、財源確保のために大臣や知事に働きかけをする、PublicのみならずPrivate Sector

（NGO、職能団体、宗教団体等）への働きかけをする、プログラムのコンポーネント

を他ドナーのプロジェクトやプログラムと有機的に連携させることを検討中との説明

があった。 

     b) また同局長より、母子健康手帳の有効性が確認できるため、保健省としてグラスチ

ャートやKMSの使用は中止していきたいとの表明があった。 

     c) USAIDの代表より、地方における識字率の情報を有してはいないが、地方に住む女

性が記載内容を理解できるように、ページ数を減らし、内容は母親に関する事柄に特

化し、手帳の費用対策及び効果について解明すべきとの提案があった。 

     d) UNICEF及びADRAの代表より、母子健康手帳の内容は良いものの、ページ数が多い

ので情報をコンパクトにしページ数を減らすべきとの提案があった。 
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     e) Dr. Azrul Azwar 保健省地域保健総局長より、識字率の問題は解決に長い時間がかか

るものであり、また識字率の向上はプログラムの本来の目的ではない、母子健康手帳

の内容はUserとProviderが共に使いやすい内容にしていきたいとの説明があった。 

     f) 団長より、母子健康手帳の有効性は日本における50年近い取り組みで裏付けられて

いる、PHCの観点から考えれば識字率への懸念から母子健康手帳の内容を削り、質を

下げるのは適当ではないと考える、母子健康手帳のコンセプトはComprehensiveと

Compactnessにあり、現在両方達成されていることから内容を変える必要はないとの説

明があった。 

   2) 団長主催昼食会 

    ドナー会議出席者参加の下、意見交換がなされた。 

   3) 保健大臣表敬 

    ① 大臣より、これまでの協力に対する謝辞があり、プログラムがめざましい成果と高い

評価を得ていることを認識している、今後のSustainabilityについてはNGO等の協力も得

て草の根無償資金協力からの活動も重要になってくるだろうとの説明がなされた。 

    ② 調査団より、これまでの協力に対する謝辞の後、これまでの協力成果、調査目的、プ

ロジェクト期間（当初計画通りの終了）、今後の継続的協力策（研修実施や専門家派遣

等のスキーム活用）について説明を行った。またプログラムがインドネシアのみならず、

シンポジウム等を通じて他国・地域に紹介されている旨報告をした。 

    ③ 専門家より、カウンターパートの熱意と経験に支えられながら専門家やJOCVが活動し

ており、残りの期間も引き続き支援を賜りたいとのお願いがあった。 

   4) ミニッツ案作成 

 

 (8) ３月８日 

   1) ミニッツ署名・交換 

    インドネシア側代表Dr. Azrul Azwar 保健省地域保健総局長と日本側代表 藤崎 清道 運

営指導調査団長の署名により、ミニッツが交換された。 

   2) JICAインドネシア事務所報告 

    ① 調査団より、調査の経緯、成果、ミニッツについて説明を行った。 

    ② 事務所長より、プロジェクト終了後の協力策として長期研修員制度や専門家派遣（単

発）の活用は検討に値するとの説明があった。 

    ③ 小畑専門家より、保健・医療従事者のみならず社会学や心理学の専門家を科学的リサ

ーチについて加えると幅の広い評価が期待でき、終了時評価の作業にも寄与するのでは

ないかとの説明があった。 
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   3) 在インドネシア日本国大使館報告 

    ① 調査団より、調査の経緯、成果、ミニッツについて説明を行った。 

    ② 大使館より、プロジェクトがインドネシアで日本が実施する保健・医療協力の目玉的

存在になっており、内外の高い評価を得ていることからも今後の成果を期待したい、大

使館とJICAが一体となってプロジェクト活動を支援していきたいとの説明があった。加

えて、保健省が政策・財政的にカバーできない領域の活動については、Private Sectorか

らの支援が必要であり、企業、職能団体、宗教団体、NGOとの連携も重要であり、今後

検討に値するとの説明があった。 
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第２章 総 括（藤崎団長） 
 

(1) 調査目的 

  標記プロジェクトの終了を１年半後に控え、これまでの取り組みと成果を把握し、①インド

ネシア政府と今後の取り組みについて協議しその内容をミニッツに取りまとめることと②残余

期間内のプロジェクトの活動計画をプロジェクト専門家と協議し策定することを主たる目的と

した。特にこれまでの成果を踏まえプロジェクト終了後のインドネシア側のSustainability構築

に資することをめざした。 

 

(2) 調査結果 

  1) ミニッツの署名・交換 

   協議は極めて順調に行われ、過去３年半のプロジェクトが大きな成果をあげたことの確認

と、2003年９月30日に予定通りプロジェクトを終了することを踏まえた今後の取り組みに関

する６点についての合意がなされ署名・交換を行った。 

   ① 母子手帳プログラムの普及と定着を図るためインドネシア国内の関係者に分かりやすい

brochureを作成し配布する。 

   ② 自立発展性を担保するために保健省の母子保健政策に母子手帳プログラムを明文化する。 

   ③ 近年の母子保健分野の新たな事業コンセプト（IMCI（Integrated management of child 

illness）、MPS（Making pregnancy safer）、IMPAC（Integrated management of pregnancy and child 

health）、RH（Reproductive Health）等）を追加するなど母子手帳の微修正を行う。 

   ④ 母子手帳の有用性を証明するためにevidence-based approachによる調査研究を強化する。 

   ⑤ インドネシア政府は引き続きJICAの協力を得ながら国際機関・二国間援助機関・職能専

門団体・NGOsとの協調を強化する。 

   ⑥ プロジェクト終了後のインドネシア政府とJICAの将来的な協力にあたっては適切な協

力のスキームが活用されるべきである。 

  2) 残余期間内のプロジェクト活動の策定 

   保健省との協議前にプロジェクトメンバーと調査団で十分な打合せを行い、事前に共通の

認識を形成することができた。また、保健省との合意事項を踏まえ、2001年度中に提出され

たプロジェクト活動計画を修正し、具体的な作業スケジュールを作成した。追加された主な

ものは、 

   ① 保健省に協力して母子保健の政策ペーパーを策定する。 

   ② 母子手帳プログラムの科学的根拠に基づく評価のための調査研究の実施。 

   ③ 母子手帳プログラムの前経過を総括した英文documentを作成する。 
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  であり、母子手帳の改訂については微修正ということに変更された。 

 

(3) 所感及び提言 

  1) インドネシア側のオーナーシップの高さ 

   この点の確認ができたことが最大の成果であり最高の喜びであった。Sustainabilityを担保

するためのこちらの提案（関係者への啓発努力、州・県への指導、政策ペーパーへの明記、

ドナー等の調整、調査研究の強化等）は、既に実施されていたか積極的に支持されるかのど

ちらかであった。署名者である Dr.Azrul Azwar 保健省地域保健総局長の熱意は相当なもので

ドナー会議での情感溢れる演説には感銘を受けた。保健大臣への表敬訪問でも大臣より本プ

ロジェクトの意義の認識と感謝の表明、今後の協力への期待が述べられ、関心の高さが窺わ

れた。 

  2) プロジェクトの浸透 

   地方での取り組みとして南スラウェシ州、西ヌサティンガラ州を視察したが、ポシアンド

ゥのレベルでも母子手帳が良く活用され、高く評価されているのがみて取れた。JOCVの方々

が地元に溶け込み活き活きと活動しているのには感動した。JOCVとプロジェクトの連携が順

調に進んでいることも理解できた。 

  3) プロジェクトの発展 

   1994年に「中部ジャワ家族計画母子保健プロジェクト」における活動の一項目として母子

手帳モデル事業を開始してから８年が経過し、インドネシア全土への普及を目前にするに至

った。本プロジェクトの期間内においても西スマトラ州、北スラウェシ州でのモデル事業か

ら、インドネシア全土へのプログラム協力へ、そして保健省の母子保健政策形成への協力へ

と質的な飛躍も併せて遂げており、これまでの関係者の努力に敬意を表する。 

  4) 今後の取り組みに向けて 

   プロジェクトの残余期間については、今回策定された活動計画が新たな短期専門家の派遣

や財政的手当を必要とするので、その円滑な実施についてJICAインドネシア事務所・在イン

ドネシア日本国大使館・JICA本部とが連携して支援していくようお願いする。 

   プロジェクト終了後は、JOCVの協力を得ながらJICAの各種スキーム等を適切に組み合わ

せてSustainabilityの支援をしていくことになるが、特に母子手帳プログラムのフォローや各

種支援スキーム、国内研修・第三国研修の調整等を行う長期専門家をプロジェクトに引き続

いて派遣することが必要である。第三国研修は国内研修の成果を待って展開することになろ

うが、日本の経験を広く南南協力で生かしていくためにも重点的に取り組むべきである。 
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第３章 母子保健（中村団員） 
 

(1) 活動概要（「プログラム協力」から「政策協力」へ） 

  プロジェクト開始後３年半。ちょうど、１年前の2001年３月の訪問時には、プロジェクト半

ばにして、R／D上での最大の目標である北スラウェシ州及び西スマトラ州における母子手帳配

布とモニタリング活動はほぼ達成されていた。そして、プロジェクトの性格も従来の「プロジ

ェクト方式技術協力」から、インドネシアの国家プログラムに対してJICAが支援する「プログ

ラム協力」に移行した。 

  それから１年。母子手帳プログラムの進展には目を瞠るものがあり、19州においてJICAをは

じめとした多くのドナー機関が母子手帳プログラムを実施しており、「プログラム協力」として

の成果は十分にあがっていた。そればかりではなく、今回の調査団における協議のなかで、イ

ンドネシア側から「母子手帳プログラムを含んだインドネシアの母子保健に関する政策ペーパ

ー」を日本とインドネシアの協力で作成したいという要望が出された。正に、「政策協力」の依

頼である。 

  1994年に「中部ジャワ家族計画母子保健プロジェクト」の一活動項目として、人口15万人の

サラティガ市においてモデル活動を開始してから８年。多くの日本人専門家の努力と、インド

ネシア側の熱意によって、「モデル活動」から「プロジェクト協力」を経て「プログラム協力」

へと進展し、ついに「政策協力」にまで至ることができた。すなわち、インドネシアのすべて

の家庭において、母と子に関する唯一の健康記録として母子手帳が公認され、公共財（public 

goods）として普及することになった。 

  今後、残された１年半のうちに、インドネシア側の期待に応えられるよう種々の形で政策協

力を進めていくことで合意した。また、プロジェクト終了後も既存のスキームを駆使しながら、

母子手帳に対する支援を行っていくことを確約した。保健大臣、Dr. Azrul Azwar保健省地域保

健総局長をはじめとするインドネシア側のスタッフは母子手帳に対する熱意と愛情に溢れてお

り、彼らのマネージメント能力は非常に高いものがある。また、プロジェクトチーム、JICAイ

ンドネシア事務所、在インドネシア日本国大使館という日本側の関係者のチームワークは非常

に強力であり、「プロジェクト方式技術協力」という枠のなかで、プログラム協力や政策協力を

行うという未曾有のチャレンジが成功することを確信している。 

 

(2) インドネシア側との協議事項 

  運営指導調査団として、インドネシア側とプロジェクトの現状、今後の活動項目、プロジェ

クト終了後の支援などに関して協議を行い、友好的な雰囲気のなかで合意に達した。主要な点

はミニッツに記述されているので、ここでは、特に重要な点について、私見を交えて解説した
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 い。 
  1) インドネシア側の母子手帳プログラムに対する理解 

   ドナー会議において、Dr. Azrul Azwar 保健省地域保健総局長が行ったスピーチとDr. Sri 

Hermiyantini家庭保健局長が行った母子手帳報告は、母子手帳プログラムの真髄をあますとこ

ろなく伝えていたものであった。日本側の従来の報告よりも、母子手帳プログラムの現状と

課題が要領よくまとめられていた。すなわち、インドネシア側のプロジェクト及び母子手帳

プログラムに対する理解は非常に深いものがあり、インドネシア側は十分にオーナーシップ

を発揮して母子手帳プログラムに取り組んでいた。 

   インドネシアにおける母子手帳の特徴は、母親や父親の知識・態度・行動の変容を促し、

保健医療供給者と利用者の間のコミュニケーションの改善に役立つだけでなく、従来から配

布されている種々のカード類を包含したものであるといえる。また、ドナー会議において、

インドネシアのすべての妊婦が受け取るカードは母子手帳だけであり、他のカード類は使わ

ないと言明した。正に、Ｐublic goodsとしての母子手帳が公認されたといえる。 

  2) 母子手帳プログラムのSustainabilityに関する対応 

   政策面からは、調査団からの母子手帳に関する法的根拠に対する質問に対して、母子手帳

プログラムを含んだインドネシアの母子保健に関する政策ペーパーを新たに策定することを

言明した。財政面では、印刷コストの検討、User’s Feeの検討、民間企業の広告など母子手

帳印刷費の捻出に関する検討が行われていた。地方分権化に対する対処としては、総局長か

ら既に各州衛生局長宛ての母子手帳依頼の公文書が出され、今後、保健大臣名で州知事及び

県知事に依頼文書が出される予定である。 

   このように、地方分権化により母子手帳プログラムの実施主体が県・市に移行したことを

踏まえ、母子手帳プログラムのSustainabilityに関して中央官庁として可能な対処を着実に行

っていると思われた。 

  3) ドナー・NGOとの連携強化 

   調査団の訪問中に、本プロジェクト活動の一環として、第２回母子手帳ドナー会議が行わ

れた。そのなかで、現在母子保健分野で活動を行っているドナー機関に対して、彼らの活動

の一部として母子手帳を導入することをインドネシア保健省として要請した。また、インド

ネシア国内のプロフェッショナル集団（小児科医会（IDAI）、産婦人科医会（POGI）、助産婦

会（IBI）など）や宗教団体（イスラム教やキリスト教）などとの連携強化に関する支援活動

を期待している。JICA調査団からも、JICAは母子手帳を独占するつもりはないこと、及び他

機関が印刷した母子手帳に関しては、裏表紙に「母子手帳がインドネシア保健省とJICAの協

力で開発された」という文言を入れれば、表紙にJICAのロゴは必要ないことを明言した。 

   JICAプロジェクトだけで、インドネシア全国に母子手帳を展開するのは不可能であり、国
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  際機関、ドナー援助機関、NGO、プロフェッショナル集団との有機的な連携は必要不可欠で

ある。今後は、定期的にドナー会議を開催するなど国際機関、ドナー援助機関との連携をよ

り一層強化するとともに、日本のODAのもつNGO支援策の活用が望まれる。 

  4) プロジェクト終了後の支援 

   インドネシア側からは、プロジェクトの延長に対する強い要望が出されたが、技術協力プ

ロジェクトは予定通り終了し、終了後は種々のスキームを使って引き続き支援を継続するこ

とで大筋の合意を行った。 

   具体的な内容については、今後のプロジェクト期間中に詰める必要がある。個人的な感触

であるが、研修（二国間研修、国別特設、第三国研修など）、無償供与（母子手帳印刷など）、

NGO支援（開発福祉支援事業、草の根無償資金協力など）、及びそれらをマネージメントす

るための専門家派遣など種々のスキームを有機的に組み合わせることが考えられよう。今後、

詳細については、インドネシア側との協議を期待したい。 

 

(3) 今後の活動内容 

  インドネシア側との協議を受け、以下の項目について、JICAプロジェクトチームと相談を行

った。特に、Sustainability強化のための活動のうち、政策ペーパーと母子手帳プログラムの

Brochureについては、地域保健総局長からも早急な対応が求められていたので、具体的かつ迅

速な対応を期待したい。 

  1) 西スマトラ州・北スラウェシ州・準重点州における活動 

   ① 母子保健サービスの質の向上に関する活動 

    基本的には、西スマトラ州に拠点を置く専門家が担当する活動であり、母親学級推進、

看護教育との連携などの面から、質的向上をめざす。個々の活動に関して、どのような指

標を用いて質的向上を評価するのかという視点を含めて、活動を推進することを期待した

い。 

   ② 西スマトラ州・北スラウェシ州の活動評価 

    当初からのプロジェクト対象州で実施した活動内容のレビューを行い、Lessons learned 

and Good practiceを明らかにする必要がある。特に、他州への応用可能性を考慮した評価

が望まれる。 

   ③ 準重点州のモニタリング 

    準重点州に対するモニタリングは、JOCV OB／OGによる短期専門家の協力によって行

う。また、JICAの立場からは、JOCVの活動と技術協力プロジェクトの連携のあり方につ

いて、きちんとした評価を行う必要があろう。 

   ④ プロジェクト最終評価 
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    最終評価団の構成により、最終評価方法は大きく異なる。今後のJICA本部の決定を待っ

てから、取り組むのが妥当と思われる。個人的には、このように素晴らしい成果をあげた

プロジェクトこそ、欧米のドナーとの共同評価が望ましいと思われる（共に評価を行うと

いうプロセスこそが、ドナー機関に対する最も効果的なプロジェクトの宣伝になるであろ

う）。 

  2) Sustainability強化のための活動 

   ① 政策提言 

    インドネシアでは、小児保健、女性の健康といった分野では既に政策ペーパーが作成さ

れているが、母子保健分野では政策ペーパーが存在しなかった。今回、地域保健総局長か

ら、JICAとインドネシア保健省が共同で政策ペーパーを作成するよう依頼を受けた。この

政策ペーパーのなかでは、母子手帳プログラムの役割を書き込むだけでなく、今後のイン

ドネシアの母子保健のあり方全般について提言することが期待されている。最終的には、

WHOやUNICEFなどとも協議する必要があるが、母子手帳プログラムから発展した形の基

本政策を提言できるわけで、本プロジェクトの政策的なSustainabilityの面からも非常に重

要な活動になるであろう。 

   ② 財政面での検討 

    既に、インドネシア側と共同で、印刷コストの検討、User’s Feeの検討、民間企業の広

告など財政面におけるSustainabilityの検討が行われていた。今後は、各地域での種々の取

り組みを医療経済学的視点でまとめ、県・市の首長、財政担当官、衛生局長に理解できる

ようなわかりやすい報告書を作成する必要があろう。 

   ③ 他機関との協調（国際機関、ドナー援助機関、NGOとの協同） 

    ここで対象となるのは、国際機関、ドナー援助機関、NGO（国際NGO、ローカルNGO、

POを含む）、プロフェッショナル集団などである。現在、母子手帳に協力を行っているド

ナー機関はUNICEF、世界銀行、ADB、AusAID、USAIDであり、それ以外にNGO（World Vision 

International、PCI、ADRA、PATH）が既に印刷費などを負担して母子手帳プログラムに協

力している。また、WHOやUNFPAも母子手帳に関する関心を表明している。これらの関係

機関に対しては単に個別に対応するのではなく、戦略をもって協調を行うことが重要であ

る。特に、重要な相手は、母子保健分野で既に保健省と共同プロジェクトをもっているド

ナー機関と民間医療機関をカバーしているプロフェッショナル集団（IDAI、POGI、IBIなど）

であろう。 

    今回の調査団訪問時に「第２回母子手帳ドナー連絡会議」が保健省主催で開催され、JICA

調査団も副議長の形で参加した。国際機関、ドナー援助機関、NGOなどが参加し、主にイ

ンドネシア保健省とドナー機関の間で意見交換が行われた。また、今後は、NGOや他のド
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   ナーからの問い合わせ、意見交換、共同企画など、種々の調整機能がますます重要になろ

う。また、母子手帳プログラムの質を維持するためには、他のドナーが実施している母子

手帳プログラムのモニタリングや評価も考慮する必要が生じる。 

    特に、全国レベルにおいては出産場所のうち保健省がカバーできるのは70～80％にすぎ

ず、都市部などでは病院、クリニック、助産所など医療専門家の管理下の医療施設で多く

の出産が行われている。これらの妊娠・出産に対して母子手帳プログラムを普及するため

には、専門職集団としてのIDAI、POGI、IBIとの協力体制は必要不可欠である。これらのプ

ロフェッショナル集団に対しては、「開発福祉支援事業」や「草の根無償資金協力」など

種々のNGO支援策を活用していく必要があろう。 

   ④ 研修（二国間研修、研修キット） 

    日本における研修は、本プロジェクトにおいては非常に有効な協力活動の一つであった。

プロジェクトにおける派遣研修はハイレベルの政策担当者を対象としたい（2002年度は、

地域保健総局長、家族保健局長、健康増進課長の３名を優先的に派遣したい）。2002年度

から開始される国別特設では、各州あるいは県の指導的立場にある保健医療行政官（それ

に、IDAI、POGIを加えてもいいかもしれない）を対象にし、帰国後に母子手帳の普及に貢

献できる人材の養成をめざしたい。 

    また、同時にインドネシア国内においては、既存の保健医療システムに組み込む形での

研修キットの開発と研修プログラムの開発が望まれる。最も重要なポイントは、地域保健

や母子保健に関する日常的な会議や会合においてどのように母子手帳トレーニングを行

うかという点にある。プロジェクトで行ったような完璧な導入研修は日数も人材投入も大

きく、到底他州で実施することは困難である。したがって、県衛生部で行われる保健所長

会議や助産婦会議といった日常既に行われている業務のなかに母子手帳プログラムを組

み込んでいく必要がある。いいかえれば、Training in the regular meetingsの方法論の開発と

いう課題である。当然、このミニ研修セットによる研修効果の評価も行う必要があろう。 

    プロジェクト終了後のSustainabilityの面からは、二国間研修（In-Country Training）の実

施が重要な活動となろう。二国間研修の準備のためには西スマトラ州・北スラウェシ州の

研修機能の強化が必要である。また、ブラジル、ラオス、ヴィエトナムなど既に母子手帳

プログラムのモデル活動を始めている国も少なくない。JICA専門家の支援を受け二国間研

修を実施するという経験を蓄積したうえで、プロジェクト終了後に「母子手帳プログラム

に関する第三国研修」を実施する方向で準備を進める必要があろう。 

   ⑤ 広報活動 

    保健省健康増進センターとの協力で行ってきたメディア・キャンペーンの推進が中心と

なる。母子手帳プログラムに対するソーシャル･マーケティングという観点から、メディ
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   ア・キャンペーンの効果を評価することが求められている。 

    また、母子手帳プログラムの内容を的確に表現したBrochureの作成が早急に必要である。

このBrochureは、県・市の首長や財政担当官、小児科医・産婦人科医などのプロフェッシ

ョナル集団などに母子手帳プログラムを拡充する際に、有効な手段となるであろう。また、

Brochureの完成後には、配布方法についても種々の工夫が必要であろう。 

  3) その他の活動 

   ① 母子手帳改訂 

    母子手帳の改定作業は、本プロジェクトにおいて当初からの活動予定の大きな柱の一つ

であった。しかし、地方分権化が進み、地域の実務担当者が現行の母子手帳に満足してい

る現状をかんがみ、マイナー・チェンジにとどめておくことで合意された。保健省が推進

している種々のプログラム（IMCI、MPS、IMPACなど）のコンセプトを取り入れながら、

小改訂にとどめることが肝要である。すなわち、改定作業委員会での議論をうまく集約す

る手腕が要求されている。 

   ② 研究調査 

    母子手帳プログラムのSustainabilityを考えると、Evidence-based approachによる調査研究

は必須事項である。本プロジェクトで行ったBaseline surveyは、母子手帳の配布のスピード

が速すぎたこと、予想以上にコントロール地域の住民の知識・行動のレベルが高かったこ

となどにより、Evidence-based approachには十分ではないと思われる。 

    今後、残された１年半のうちに、早急に戦略的な調査研究体制を確立して、具体的な成

果を科学的に明らかにする必要があろう。残された時間は短いが、幸いにして、インドネ

シア大学、WHO Collaborating Center（バンドン）、保健省健康開発研究所など、母子手帳

に強い関心をもつインドネシア人研究者が既に育っている。プロジェクト終了後の継続的

な調査研究体制を考慮すれば、インドネシア人研究者を中心とした研究をプロジェクト期

間中に実施する必要があろう。 

   ③ 出 版 

    1993年のインドネシア版母子手帳の開発から始まるインドネシアの母子手帳に関する協

力の成果を、英文で後世に残しておく意義は大きいと思われる。基本的には、Dr. Azrul 

Azwar 保健省地域保健総局長と小生が中心となって執筆することになろう。 
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